
令和５年度第１回市川市市⺠活動団体事業補助⾦審査会 次第 

 

              ⽇時：令和 5 年９⽉ 2１⽇（⽊）午後 1 時 30 分から                     

場所：市川市役所 第 1 庁舎 2 階  市⺠活動⽀援センター（ミーテイングスペース） 

 

 

次   第 

 
１．議 題  

    （１）令和 5 年度市川市市⺠活動団体事業補助⾦交付申請（２次募集）の審査 
（２）その他 
 

２．配布資料 
    資料 A：審査会の進め⽅ 
    資料１：申請書類⼀式 
    資料２：団体別審査表 
    資料３：質疑に対する回答の⼀覧表 
    資料４：投票シート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



審査会の進め⽅について 

① ⽬的、効果  ・提案事業の⽬的に対する受益者（市⺠）への効果について 
② ⽬的の達成度（継続団体） ・⽬的が達成できていないことについて 

達成の⾒込み（新規団体） ・今後の事業展開について 
③ 資⾦⾯の⾃⽴ ・補助⾦以外の資⾦調達が可能か。または、検討をしているか。 

・補助⾦がなくても事業継続が可能ではないか。 

１.事務局により確認済みである継続事業（10 団体）の交付可否決議 
２.特に審査が必要と認める事業（4 団体）の交付可否決議（タイムスケジュールは下記参照） 

（１）事前質疑への回答を受けたご意⾒交換（4 団体） 
（２）ヒアリング（２団体） 

①団体からの説明 
事業概要について、下記の３点を含めて団体から説明を⾏って頂きます。 
 
 
 

 

 
②審査会委員からの追加質疑  
※ヒアリング終了後、団体の⽅にはご退席頂きます。  

（３）投票および交付可否の審議 
添付資料４「投票シート」の項⽬毎に評価を⾏い、最終評価を記⼊してください。 
最終評価は、「１ 交付する」、「２ 条件付きで交付する」、「３ 交付しない」の中で、 
あてはまるものに○をして下さい。また、その理由をご記⼊ください。 

 
【タイムスケジュール】 

市川市マンション 
管理組合協議会 

【45 分】 

13:45〜13:50 事前質疑への回答を受けた意⾒交換 
13:50〜14:20 ヒアリング【説明 5 分・質疑 25 分】 
14:20〜14:30 交付可否決定の審査 

 
いちかわみんなの 

ほけんしつ実⾏委員会 
【10 分】 

14:30〜14:35 事前質疑への回答を受けた意⾒交換 

14:35〜14:40 交付可否決定の審査 

 
オレンジスマイル 

いちかわ実⾏委員会 
【10 分】 

14:40〜14:45 事前質疑への回答を受けた意⾒交換 

14:45〜14:50 交付可否決定の審査 

 
本⼋幡 

⼦どもミュージカル 
【35 分】 

14:50〜14:55 事前質疑への回答を受けた意⾒交換 
14:55〜15:20 ヒアリング【説明 5 分・質疑 20 分】 
15:20〜15:25 交付可否決定の審査 

審査結果は、後⽇、⽂書により団体に通知する予定です。 
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審査一覧表に戻る（クリックしてください）

団体名 委員名 質疑⼀覧 団体からの回答

柳澤委員 ・1880通のDMの宛名はどのように収集されるのでしょうか？
１８８０通は、４回のセミナーでの総発送数です。 現在当協議会でマンション５００棟分の住所録を有しておりますが、初回セミナー開催時に参加者の
メイルアドレス聞き取りを徹底し、２回⽬のセミナー開催告知ではDM４８０通＋メイル２０通の形で合理化を図ります。 このようにセミナー実施毎に
DM対象を漸減させ、４回のセミナーついて、当初の２０００通より１８８０通まで圧縮する計画です。

柳澤委員
・参加20名程度のために、500通程度のDMを計画されていますが、この効果はどのよ
うにお考えでしょうか？

各セミナーでは出席者を２５名程度想定しておりますが、セミナーの出席者はマンション住⺠を代表する形での参加であり、セミナー内容の波及効果は当
該マンション全⼾、全住⺠に及びます。 市内マンション⼀棟あたりの平均⼾数８３．３⼾を考慮すれば、DM５００通で、セミナー⼀回あたり２０８３
⼾、４３９４⼈の市⺠に対する効果を想定しております。（数値は「２０２０年度市川市分譲マンション実態調査」より援⽤）

柳澤委員
・DMによる集客⽅法の課題がこれまでも何回か指摘されています。地域限定の講習会
ですので、DMではなく直接マンションの管理組合に講習会の案内に出向いたり、マン
ションのポストにチラシを⼊れる許可を取る等の⽅法の検討はされたのでしょうか？

市川市限定とはいえ、市川市内には５７．５平⽅キロメートルの⾯積に約９００棟弱のマンションがあります。 対して、当協議会には専従の事務局ス
タッフがおらず、役員６名中４名は８０代、１名が７０代、１名が６０代という構成であり、御指摘のように各マンションに直接出向き、案内を⾏ったり
チラシ配布を⾏うことは現実的ではないと判断致しました。

⽯原委員
・令和２〜４の申請はなかったが、ｺﾛﾅ禍がその原因であったと想像するが、活動⾃体
はやられていたのか？

令和2年度・３年度はコロナ禍を斟酌し、セミナー等のイベントは勿論、役員が集まる理事会も開催を⾃粛し、各理事がぞれぞれコロナ禍終息後の計画を検
討する活動に留まっておりました。 令和４年度は添付活動報告の通り、セミナー開催５回、相談対応４件、マンション訪問１件、の活動を実施致してお
ります。 ただ、この間に役員の⼊れ替わりがあり、本補助⾦制度に関して過去の申請を担当していた者が辞任したため、令和４年度では活動は⾏ってい
たものの、本補助⾦の申請を⾏っておりませんでした。 令和４年より着任した役員が令和５年７⽉に市川市HPで本補助制度の存在を知り、今般の申請に
⾄りました次第です。 当理事会内での事務⼿続・記録に関する共有化が図られておりませんでしたことが原因で現在改善すべく取り組んでおります。

⽯原委員
・ある⾯では管理会社と利害の相反があるかもしれないが、問題意識の共通項を抜き
出して管理会社を巻き込むことができないか？

御指摘の「管理会社との協働」は当協議会も可能性を図っており、管理会社とのパイプを持つマンション管理⼠を介して、あるいは賛助会員の管理会社と
協議しております。 マンション住⺠のメリットとなり、且つ営利活動として取り組む管理会社のメリットにもなる取り組みを模索しております。

⼩野委員
・令和4年度のセミナー参加者は、平均22⼈程度ですが、そのうち組合理事の⽅の参加
者は、何割程度でしたか、教えて下さい。

申請書中「前年度事業報告書」に記載のセミナー参加者は「受益対象者」として、マンション住⺠の参加者110名を記載致しましたが、この全数が管理組合
理事か、理事以外のマンション住⺠かは確認しておりません。 ただ、案内はマンション管理組合宛てに出状されておりますので、ほぼ全数が管理組合理
事・理事⻑と推測されます。 また、この110名の受益対象者以外に、他のマンション住⺠関連団体（墨⽥区すみネット等）や賛助会員（事業者）、市川市
まちづくり推進課御担当者、などの参加がありました。

⼩野委員
・現在電⼦メールでの広報活動は、難しいとのことですが、今は⾼齢者の⽅もメール
を使⽤している⽅も多いことから、諦めずにもっと積極的にアドレスの開⽰をお願い
して⾒ることは、出来ませんか。

令和４年度実施のセミナーでも参加申込書にはメイルアドレス記⼊欄があり、アドレス収集に努めてはおりましたが、本年度は更に注⼒し、未記⼊の参加
者にはセミナー会場での受け付け時に個別に記⼊を促し、更にセミナー資料は当⽇は配付せずに後⽇メイルで送付する⽅法を取る、等積極的な電⼦メイル
化の取組を⾏う予定です。

⼩野委員 ・相談案件に対する解決策の経緯をを、常時HPに掲載する事を、検討して下さい。

当協議会ではＨＰの抜本的改訂について本年度初より検討しておりますが、ＨＰの改訂に要する費⽤（約２０万円）がネックとなっており着⼿が遅れてお
ります。 ＨＰ制作・改訂費⽤が本制度の補助対象経費に該当しないこともあり、現在の当協議会の財務状況より劣後扱いとせざるを得ず、来年度以降の
取組となっております。 ただ、「令和４年度の相談事案の経緯」については、御指摘を賜りましたこともあり、既存のＨＰ枠内で掲載する⽅向で早急に
業者に申し⼊れる予定です。

榎⼾委員

佐々⽊委員

清⽔委員

齋藤委員

⽯原委員

鈴⽊委員

・以前から指摘があったように、DM発送費⽤の改善を求めます。
・現理事等含め、管理組合で活動について把握していただきたい

・事業概要でも説明されている様に、市⺠の32％が分譲マンションに居住している現状の中で同事業を推進していくことは本市の快適な町づくりを推進していくと⾔う本市の政策⾯での核となり得るもので、積極的に賛成したい。ただ、毎年議
論されているようだが、広報活動としてのDM通知に改善策が⾒られないのは残念である。参加者の⾼齢化がその⼀端とおもわれるのは理解できるが、やはりHP、SNS、Zoom会議等を通じた広報活動は避けて通れない訳で、ITによる改善策提
⾔が望まれる。

市川市マンション管理
組合協議会

令和5年度 市川市市⺠活動団体事業補助⾦申請（2次募集） 質疑への回答⼀覧

意⾒⼀覧

・マンション管理組合の構成員にDM以外で連絡⼿段を確⽴するのは極めて難しいと思います。この世代は家族内でなければメール、SNSでの連絡⽅法はうまくいきません。DMが現在のところ⼀番有効だと思われます。マンション管理で問題
を認識してから駆け込んで来る⼈が多いのではないかと推察され、、出席者が少なくても団体名や活動を通知し続けるのが必要かと思われます。

・HPの充実を活動の最優先事項として位置づけ、情報提供および相談のプラットフォームづくりを進めていただきたい。

・今回の申請で、前回指摘事項の改善が、4年経過してもなされていないことは、意外でした。
・今回、事業計画書の広報計画には、現状DM中⼼の告知を今後はHPでの告知など徐々に整備すると記載されています。また、計画書別紙には情報発信こそが最重要とも記載されています。⼀⽅、DM発送にかかる費⽤は増加しています。市の
補助⾦を活⽤して事業実施するのであれば、現状の改善について、よりスピード感を持って取り組むことが必要だと思います。

・まちづくりや防災の観点から、⾏政的な公益性の⾼い事業を担っていらっしゃると思います。対象となる⼈⼝が⼤きい分、調整にかかる労⼒も⼤きいものと資料を拝⾒し感じました。広報がメールへ移⾏しづらい理由も、資料を拝⾒し、様々
な背景を持つ⽅々を対象とするご苦労がよく理解できました。「予防」的な措置の啓発は、防災訓練に似て事前に危機意識をもってもらう点が難しいところであるかと思います。セミナー等の場に積極的に⾜を運んでもらうには、本題の他にも
楽しさやメリットを感じてもらう仕掛けが効果的な場合があります。ターゲットとなる⾼齢者層や他キーパーソンの⽅々に訴求するトピックやイベント、交流の場等をプラスすることで、⼀⾒遠回りのようでも積極性を引き出したり、新しい⼈
材がコミュニティに加わり、活性化につながったりすることがあります。また、市の補助⾦の範囲としては相応しくないかもしれませんが、まちづくりの事業では「資産価値の維持」も受益者にキーワードとして響くこともあります（防災計画
等で住⺠の皆さんの危機感や関⼼を喚起するために、付随的なメッセージとして有効な場合がある、程度にお受け⽌め頂ければと思います）。

【申し送り事項】
・令和元年度以来、4年ぶりに申請された団体です。事業内容は、マンション管理に関するセミナー等の開催であり、変更はありません。
・事務局審査にて、過去の審査会での指摘事項を受け、その改善がなされなかった理由や出来得る⼯夫を伺ったところ、申請時に別紙での回答を頂いております。

以下は、その要点をまとめたものです。今回改めて、補助対象経費の⾦額として妥当であるか、ご審理ください。
■平成30年度 審査会指摘事項

・集客⽬標に対してDM発送に係る費⽤が掛かり過ぎではないか、また参加者が少ないのではないか
■令和元年度 指摘事項・意⾒

・集客⽬標に対して費⽤が掛かり過ぎではないか、また参加者が少ないのではないか（前年と同程度の⾦額での申請であったため、再度指摘）
・マンション管理組合協議会の本来の在り⽅、またDM通知について今後考えて欲しい。こういった活動は必要であると考える。

■令和5年度申請時 改善状況等
・現状、DM通知による集客⽅法に変更はない。
・今年度から①セミナー参加者に対しメ ールアドレスの開⽰に協⼒願う②ＨＰに市⺠が直⾯した困り事や出来事などを書き込めるページを作り、⾼い頻度で訪問を促すことで周知可能な環境を作る等の改善を⾏う予定
≪DM通知での集客を変更していない理由≫

・申請時、過去本制度に申請した事実、指摘事項を協議会の現理事が把握していなかった。
・メールでの広報がうまく機能していない理由には、①⾼齢者が多く常からメールを使⽤している⼈が少ない②過度の個⼈情報保護意識から、メールアドレスの開⽰に拒絶的な⼈が多い③理事任期終了後は急減に当事者意識が薄れる といった
背景がある。
・令和５年度の啓発活動の予算案については、令和４年度のセミナー実施の成果を踏まえて合理的に策定されたものである。
・参加者は個⼈としてではなく、マンション住⺠を代表する形での参加であり、その意味で、費⽤対効果が極めて悪いとは考えていない。
・当事者意識や危機感が希薄なマンション住⺠を啓発し、そのサポートを⾏うことを第⼀義としており、セミナー開催も勿論ではあるが、 それ以上にマンション住⺠に向けた情報発信こそが最重要と認識している。
・「広報・セミナー・相談会」が⼀体となって啓発事業を形成するものであり、こうした意味より、広報は単なる本番イベントの告知作業ではなく、 セミナーはむしろ「広報」が成功して初めて意味を持つ位置付けであると考えている。

申し送り事項

（事務局より回答）
「公式LINEの利⽤料」は、規則※1で定める別表第２の経費費⽬では、「その他の経費」(審査会による審査の結果を踏まえ市⻑が補助対象事業の実施に必
要と認めた費⽤)に該当するため、⼀概に補助対象か補助対象外かの判断は出来かねます。
しかし、過去の審査会での判断・意⾒や他の団体で補助対象となった事例を鑑みた際、現状では広報の⼀環とした公式LINE利⽤料は事業遂⾏のために直接
必要不可⽋な経費とは⾔い難く、事務局判断としては補助対象と認めるのは難しいものと考えます。
※１市川市市⺠活動団体事業補助⾦交付条例施⾏規則

≪参考≫過去の審査会判断事例
  補助対象外：団体HPのweb制作費、維持費
  当制度では備品等、補助対象事業以外に流⽤できるようなものは補助対象外であるように
  webサイトが他事業にも流⽤できるもので、運営上活⽤されるものは、団体の運営費に該当するため。

  補助対象：web上で⾏う写真展のweb制作費
コロナ感染対策として、例年会場で実施していた写真展事業を、web上で実施した事業の経費
webサイトの掲載そのものが事業であり、補助対象期間内のみ掲載を⾏っているもの。
（団体独⾃のHPは別にあり、事業実施期間中はリンクを貼って掲載）

・(事務局への質問）別事業ですが、公式ラインの利⽤は補助対象外となっています
が、本件で仮に公式ラインを利⽤した広報活動をした場合も同様対象外ですか？

⽯原委員

資料３－１
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市川市 市民部ボランティア・ＮＰＯ課    御中 
市川市市民活動団体事業補助金審査会委員 各位 

市川市マンション管理組合協議会 

御質問・御指摘への御回答の補足説明について 

平素毎々御世話になっております。 さて、今般種々御質問・御指摘を賜り、定型の回答書式に 

よる御回答に補足し以下を作成致しましたので併せて御高覧賜れますよう御願い申し上げます。 

（１）令和元年以前の御指摘について：

従前より「メール等を活用すべし」との御指導を賜りながら改善がなされていないとの

御指摘を頂戴しております。 こうした御指導に対し、当協議会では無視あるいは軽視した 

訳ではなく、以前より当協議会でも経費縮減のためにＤＭ以外の告知方法がないものか模索 

しておりました。 

ただ、種々検討致しました結果として、消去法的に「当面は」ＤＭ中心とせざるを得ない 

との判断に至りました次第です。 

 当協議会の瑕疵はむしろ、こうしたマンション管理組合の現状や当協議会内での検討経緯 

について御理解を賜われるような御説明を怠っていたことと反省しております。 

（２）「高齢者」の認識について： 
 提出致しました様式３号別紙説明書中にて、ＤＭ告知を中心とせざるを得なかった背景と 

して「対象となるマンション管理組合役員の殆どが高齢であるため」との理由を挙げており 

ますが、この「高齢者」という語の認識にすれ違いがあるのではないかとの懸念を有して 

おります。 

 通常、６５歳以上を「高齢者」と定義する由ですが、昨今６０歳台は十分現役として活動 

する年代であり、６５歳定年を迎えても、引き続き何らかの職についている方が多いと存じ 

ます。 こうした方々は、メールは勿論、LINE、ZOOM などといった電子的コミュニケー

ションにもほぼ問題は無いと認識しております。

一方で、現役であるが故に、マンション管理組合活動は劣後扱いとされることが多く、

勢い、管理組合役員で積極的に活動する層は、既に現役を引退した後の７０代後半から 

８０代、いわゆる「後期高齢者」が中心となっている印象であります。 
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 こうした方々については、現時点では電子的コミュニケーションに難があることが多く、 

携帯は持っているがメールは出来ない、メールアドレスを持っているが使っていない、と 

いった方々も多く見受けられます。 

内閣府「情報通信機器の利活用に関する世論調査」（2020 年）によれば、スマートフォ

ン・タブレットを利用しない比率は７０歳以上で跳ね上がり、所謂デジタル・ディバイドが

顕著に顕れております（下表御参照）。 これがマンション管理組合における「高齢者」の 

電子的コミュニケーションの利用度合いを如実に物語っているものと存じます。 

当協議会の活動に係る事例を挙げますと、昨年相談を受け付けましたＮマンションの 

理事長は当時８９歳、同理事長の名刺には、固定電話と携帯電話番号のみ、メールアド 

レスは記載されておらず、もともとメールは使っていないとのことでした。 従い、連絡

は専ら携帯電話、連絡が付かない場合はショートメールなども用いましたが回答が返って 

くるまでに数日要することも多々ありました。  

上記は決して特殊な例ではなく、マンション管理組合では散見される状況であり、こう 

した方々に対する告知は紙に印刷したものを用いたＤＭを中心とせざるを得ないというの 

が当面の判断となりました次第です。  

 但し、現在６０代の方が将来現役を退かれる頃合いになれば、メールでの連絡がもう 

少し一般的になるのではないかと期待されます。 
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（３）ＨＰ整備について：

「ＨＰを活用すべし」との御指摘・御意見を賜っておりますが、当協議会でも是非

ＨＰの抜本的改善は進めたいと考えており、本年度初より 

・当協議会からの提案内容（令和４年度セミナーより）の掲載

・過去の相談事案の掲載

・マンション住民が、体験談・困り事などを書き込めるサイト

などの整備を検討しておりました。 

  ただ、費用面での問題があり、令和５年度についてはセミナー実施を優先すること 

とし、ＨＰ改善は来年度以降の課題と致しました。 

 抜本的改訂は措くとして、御指摘を賜りました「令和４年度の相談事案の経緯」に 

つきましては、既存のＨＰ枠内で早急に掲載すべく取組み予定です。 

本「市川市市民活動団体事業補助金」制度ではＨＰ整備は補助対象外経費とされており 

ますが、来年度以降の本制度の御運用にあたり、ＨＰ制作・改善作業に係る外注費用を 

補助対象とすることを御検討賜れましたら幸いでございます。 

上の通り御説明申し上げます。 

以上 
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審査一覧表に戻る（クリックしてください）

団体名 委員名 質疑⼀覧 団体からの回答

佐々⽊委員
・「わたしのほけんしつyo-ho-ku」は合同会社ももここらで運営しているようで
すが、場所代として寄付をもらい、同額で家賃を⽀払う⽅法にしたのは何か理由
がありますか。

本事業は場所を借りながら⾏っているものです。いくつかのレンタルスペースを使いながらやってきて
いて、利⽤料をお⽀払いしてきました。合同会社ももここらが運営する「わたしのほけんしつyo-ha-
ku」はレンタルスペースで、時間1,100の利⽤料が発⽣します。その利⽤料を⼀度、当事業は会社に⽀払
いしています。その利⽤料と同額を合同会社ももここらが寄付しているという意味です。

柳澤委員
・チラシ・アンケートコピー代⾦の予算が１万円とありますが、チラシ部数およ
び配布⽅法は、どのようにされますか？

アンケートは昨年度の来訪者から推計して、半年で125名分で1250円としました。チラシとして、⾏徳
で新しく⾏う場合の近隣⼩学校に配布するチラシ約875枚として8750円としました。

齋藤委員 ・保健室の活動時間に疑問があります。（短時間に感じる）
もう少し⻑い時間オープンしていることへの要望はありますが、⼈⼿と資⾦⾯、スタッフの疲労を考
え、週に1−2回、2時間⾏うことが限界と考えています。

⼩野委員 ・2023年7⽉の会員数を記⼊して下さい。 任意団体の会員数は5名です。

⼩野委員
・事業を実施する場所がわかりませんので、市川・本⼋幡 程度良いですから、
記載して下さい、

市川真間周辺、⾏徳駅周辺です。

⼩野委員 ・交通費は、駐⾞場代以外は必要ないですか。
ボランティアさんには交通費は⽀給していませんので、任意団体の会員の移動に⾏徳に⾏く場合、⾞を
使うので駐⾞場料⾦だけが明確に発⽣するので、その分の経費のみを計上しています。

清⽔委員

鈴⽊委員

令和5年度 市川市市⺠活動団体事業補助⾦申請（2次募集） 質疑への回答⼀覧

申し送り事項

【申し送り事項】
・費⽬の補⾜
 ≪寄付⾦収⼊・使⽤料及び賃借料≫
 運営メンバーが設⽴した、こころを育むソーシャルワークの会社「ももここら」より、活動場所に対する寄付⾦を受領しています。
 毎週⽊曜⽇開催の「わたしのほけんしつ」、ボランティア研修会、ミニ講座の開催予定場所である「わたしのほけんしつyo-ho-ku」の使⽤料は、この寄付⾦で賄うため、補助対象外と
なっています。

意⾒⼀覧

・事業計画書に記載された事業⽬的及び課題から⾒て、必要性の⾼い事業と思います。

・メンタルヘルスの重要性が社会で認識され始めた現在でも、⼼の不調に対応する⼿⽴てを持たない⽅が多い中、継続的且つ予約なしで誰もが利⽤できる機会を提供されていることは⾮
常に意義のある活動だと感じました。多世代への訴求を意識した広報の⼿段やデザイン、専⾨性を持ちながら、活動と並⾏し⼈材育成を進めている事業設計も素晴らしいです。活動の発
展を期待しています。

いちかわみんなのほけ
んしつ
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審査一覧表に戻る（クリックしてください）

団体名 委員名 質疑⼀覧 団体からの回答

柳澤委員 ・ポスター・チラシの予算が１万円とありますが、部数も提⽰下さい。
ポスター（400）、チラシ①エントリー募集（3,000）②ボランティア募集（500）③作品募集（200）④
出演者募集（200）

⼤⻄委員
・保険料が100,000円となっていますが、詳細を教えてください。他で、イベン
ト関係（スポーツ系）の保険料はもっと安かったと思うのですが。

①ボランティア保険 52,500円 （＠350円×150⼈）
②レクリエーション保険 37,950円 （150⼈）

⼩野委員
・消耗品費50,000円の内訳を教えて下さい。
・保険料100,000円の内訳を教えて下さい。

消耗品費：⾵船 10,000円、⾵船連結テープ 2,000円、養⽣テープ 3,500円、模造紙 500円、コピー
⽤紙 2,000円、ビニールシート 6,000円、スケッチブック 1,000円、筆記⽤具 2,000円、景品
10,000円、ウエットティッシュ 2,000円、救急⽤品 11,000円
保険料内訳は上記のとおりです

鈴⽊委員
・事業内容について：エントリーするための条件などはありますか。また、エン
トリー費1⼈2,500円という⾦額は、どのように積算されていますか。

エントリーは3名〜10名でチームをつくり登録しますが、2名以下でのエントリーも可能です（この場合
は実⾏委員会でチーム編成します）。認知症当事者、⾞いす利⽤者等配慮を要する⽅もエントリーでき
ます（チーム内でサポートして頂き、⼀緒にタスキリレーします）。
エントリー費は⾼校⽣以上1⼈3,000円、中学⽣以下1⼈1,500円で、9⽉末まではアーリーエントリーとし
てそれぞれ300円割引料⾦です。また昨年参加した⼈でTシャツをお持ちの⽅はタオルエントリー（⾼校
⽣以上2,000円、中学⽣以下1,200円）での参加も可能です。これらをトータルしたエントリー費を1⼈
2,500円と⾒込んでいます。
エントリー費にはTシャツ購⼊費、保険料等の経費を含んでいます。

鈴⽊委員

・収⽀予算書について：
①予算額が前年実績額に⽐べてだいぶ減っています（前年約140万円で今年約97
万円）が、理由は何ですか。
②40社分の協賛⾦が計上されていますが、前年実績はどれくらいですか。
③⽀出のうち補助対象経費について、費⽬の内訳が複数ある場合は内訳ごとの⾦
額を記載してください。具体的には、交通費、消耗品費、保険料、原材料費が該
当します。
（上記の質問理由）事業内容及び収⽀⾒込の確認のため

①昨年は開催初年度であり、ロゴやTシャツデザイン、ホームページ作成など、活動の基盤を構築するた
めの費⽤がかかりました。
②前年協賛⾦実績：28事業所 332,500円
③・交通費：＠500円×10
 ・消耗品費、保険料 上記参照願います
 ・原材料費：布 6,000円 アイロンプリント 3,000円 裁縫⽤品 1,000円

佐々⽊委員

清⽔委員

柳澤委員

令和5年度 市川市市⺠活動団体事業補助⾦申請（2次募集） 質疑への回答⼀覧

申し送り事項

【申し送り事項】
・申請団体より、本制度への申請理由
 本イベントの運営はタスキリレーの参加費の他に、活動に賛同していただく企業からの協賛⾦収⼊が柱になっています。
 参加者の経済的負担はなるべく抑え多くの市⺠に参加していただき、「認知症の理解啓発のみならず、市川市で活動する多様な⼈々が参画し、イベント参加を通して地域共⽣社会と健
康への意識を⾼め、誰もが暮らしやすい市川をめざす」という私どもの⽬標を今後継続していくうえで、わたしどもの活動は、本補助⾦の⽬的である市⺠参加の促進、市⺠福祉の増進に
通じるものととらえ、申請させて頂く次第です。
・費⽬の補⾜
≪使⽤料及び賃借料：会議室代について≫
 イベントの約1週間前に開催するタスキリレーエントリーチーム（約30チーム）の説明会と、イベント当⽇に活動していただくボランティア（約70⼈）の説明会に使⽤する会議室の費⽤

意⾒⼀覧

・タスキリレーの実施では、想定外の事態もあるかもしれませんので、救急⽤品（⽂具と併せて予算５万円）に関してはは万全のご準備をお願い致します。
有意義な事業と思われますので、４０社の協賛⾦が獲得できるよう尽⼒下さい。

・良い企画だと思います。企業の協賛⾦も上⼿に集めていらっしゃるのも素晴らしいです。

・認知症の⽅々と関わることが多い年齢層に限定せず、幅広い年齢層と⽴場にある市⺠の⽅々が参画する⼤会を企画し、地域の関⼼を喚起する仕組みを作られたことに感銘を受けまし
た。安⼼して参加できる医療対応体制や、⼤会を⼊⼝に相談やネットワーキング等の⽀援につなげていく⼯夫も素晴らしいです。多世代がともにアイデアを出し合うことの重要性を感じ
させてくれます。今年はお天気に恵まれ予定通りの規模で開催できることをお祈りしております。

オレンジスマイルいち
かわ実⾏委員会
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審査一覧表に戻る（クリックしてください）

団体名 委員名 質疑⼀覧 団体からの回答

佐々⽊委員 ・広報⽤チラシ、プログラムの印刷部数をお願いします。 広報⽤チラシは20000部、プログラムの印刷部数は900部を予定しています。

清⽔委員

・ひとり親家庭や社会的養護下にある⼦ども達など、経済⾯や保護者の負担感へ
の考慮から⾃主的な参加をためらいやすい⼦ども達に対し、観劇費や参加費にお
いて何らかの格差是正措置を取られていますか？または、そのような予定はあり
ますか？（近年芸術と福祉の両視点が融合した活動の発展が著しいこともあり、
貴団体のような地域で信頼度の⾼い団体の取り組みが、地域全体の機運を⾼める
潜在⼒をお持ちであると感じ、お伺いしております）。

残念ながら、左記のような取り組みはできておりません。また少なくとも本年度はその予定はありません。
チケット管理システムの仕様として⾦額帯を複数持つことは可能ですが、インターネット上の購⼊ということも
あり、チケット購⼊時に⾝分証明等を正確に求められない状態です。
こうしたご指摘については運営側でも共有し、対策が取れればと存じます。

柳澤委員
・広報⽤チラシの予算において、部数等おおよその概算を提⽰下さい。
・協賛の２５団体は、例年の数値でしょうか。

・広報チラシは20000部を予定、概算⾒積⾦額は208800円です。
・協賛団体数は例年の数字です。本年4⽉公演では23団体とやや下回りました。

鈴⽊委員

・今回、来年3⽉公演の事業実施について、団体として新たに補助⾦申請を⾏うこ
ととなった理由を教えてください。
（質問理由）設⽴後20年を超える団体であり、概要調書のこれまでの活動実績を
⾒ても、市の補助⾦を受けなくても⼀定の事業実績と成果をあげてきているの
で、対象事業である今年度公演が、昨年までとどういう違いがあって申請に⾄っ
たのかを確認する必要があると考えたため。

折からの物価上昇で、当団体も例年よりも予算を⾼く⾒積もっておく必要が出ております。そうした環境下でも
今後当団体が収⽀を維持するために、ホールの拡⼤や公演⽇程の増加、チケット値上げを検討していますが、そ
こだけで回収できる⾒込みがなく申請に⾄りました。

⼩野委員 ・WEB配信は、無料ですか有料ですか、教えて下さい。 WEB配信は有料での配信となります（チケット予定価格 2000円、閲覧可能期間1週間）

⼩野委員
・印刷製本費の内訳を教えて下さい。
・原材料費の内訳を教えて下さい。

印刷製本費：広報チラシ（20000部 208800円）、プログラム（900部 83200円）
原材料費：看板（15000円）、⾐装（完成品(その後加⼯)購⼊代40000円、⼩物制作⽤予算35000、スポンジや
糊、⽷等の制作備品（⾐装加⼯⽤）（5000円）、舞台⽤スモーク（85000円）
※こちら、提出時の記載ミスがございました。申し訳ありません。
 
（事務局より補⾜）
舞台⽤スモーク（85000円）はドライアイスを購⼊予定。ドライアイスは物品の⽣産に係る経費（原材料費）で
はなく、消耗品費に該当するため、実績報告時は計上しない旨了承済みです。
補助対象総額（698,170円）が⾼く、交付申請⾦額（30万円）に影響が⽣じないため、予算書含めた申請書⼀式
の内訳、⾦額修正は⾏わないこととしました。（団体了承済み）

佐々⽊委員

清⽔委員

齋藤委員

⽯原委員

鈴⽊委員

令和5年度 市川市市⺠活動団体事業補助⾦申請（2次募集） 質疑への回答⼀覧

申し送り事項 【申し送り事項】
 特筆すべき事項はございません。申請書類⼀式をご確認ください。

本⼋幡⼦どもミュージ
カル

意⾒⼀覧

・⼦供の未来の育成に必要と感じる。

・事業計画書の広報の⽅法で、「広報いちかわ」と「公⺠館等公共施設へのポスター掲⽰」が⼊っていませんが、より広く事業周知するためには活⽤した⽅が効果があると思います。

・学校以外での学びの場が商業主義化する中で、⼦ども達に対し⼿弁当で本格的な芸術活動や鑑賞の機会を⻑年にわたり提供されてきた実績は、地域コミュニティの発展にも重要な役割を果たさ
れてきたものと思います。地域の信頼度も⾼いとお⾒受けしましたので、収⼊構成として寄付は更に伸ばせる余地があると感じました。こうしたサイトも参考にしながら、ぜひ積極的なファンド
レイジングにチャレンジされてみてください。https://congrant.com/jp/fundraisingtips

・名⾼い本⼋幡⼦供ミュージカルの申請書を⾒ることができ、うれしい限りです。舞台が本格的なので、⼀公演での出費がこれだけあるのも納得です。

・演劇、⾳楽会等、学校単位の枠を超えて、⽂化・芸術振興/⼦供の健全育成をめざした本市の多様的な市⺠活動として、積極的に本事業を応援したい。

資料３－４



(1)当初提案した事業の⽬的と⽬標に効果がみられる
(2)事業⽬的が達成されていない
(3)資⾦⾯で⾃⽴ができていない

○ ▲ ×

 審査会から指摘があった場合、それに対する改善状況はどうか ○ ▲ ×

 継続が認められる場合、その経費が妥当であるか ○ ▲ ×

最終評価

評価の理由

投票シート

１．継続の必要性

３．補助費⽬（経費）の妥当性

２．改善状況

１ 交付する  ２ 条件付きで交付する  ３ 交付しない

最終評価の理由をご記⼊下さい。また、条件を付記する場合は内容を合わせて記⼊してください。

市川市マンション管理組合協議会
評価 審査の着眼点【継続団体(4回⽬以降)】 ※審査会委員補助資料より抜粋
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(1)市⺠活動団体であるか
(2)8つ要件※1を全て満たしているか ○ ×

(1)9つの要件※２を全て満たしているか
(2)7つの実施基準※３全てに適合するものか ○ ×

あくまでも、事業遂⾏のために直接要する経費が対象となり、団体の維
持・運営等に要する経費（団体会員の⼈件費、光熱⽔費、備品購⼊費
等）や、他の事業に流⽤可能と思われるものは対象外となります。

○ ▲ ×

※１【団体要件】
(１) 市内に主たる事務所を有し、かつ、市内において活動をしていること
(２) 市民活動団体の目的、名称、その行う活動の種類及び活動に係る事業の種類その他規則で定める事項を記載した規約、会則、定款等（以下「規約等」という。）を有していること
(３) ５人以上の者で構成されていること
(４) 申請書の提出時において、１事業年度以上継続して活動していること（任意団体からNPO法人に組織を変更した場合を含む）
(５) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと
(６) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと
(７) 申請書の提出に係る年度から起算して５年以内に、偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたことにより当該決定の全部又は一部を取り消されていないこと
(８) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団並びに同条第６号に規定する暴力団員及び市川市暴力団排除条例第９条第１項に規定する暴力団密接関係者が市民活動団体の代表者、役員その他これ
らと同等の責任を有する者として当該市民活動団体の事業活動の支配をしていないこと

※２【事業要件】
（１） 規則で定める２０分野の事業であること
（２） 市内において実施するものであること（市内に活動拠点があり（市の市民が　　中心となり）、その活動が市のPRやイメージアップ又は市川市民の生活に何らかの形で貢献するもの）

※市外での活動（例：市外のキャンプ場での野外活動）や、インターネットによる事業開催も、市川市民にとって価値ある情報の提供、又は市川市民を対象にした内容であると認められる場合には対象となります。
（３） 営利を目的としないものであること
（４） 市民を主たる対象とするものであること
（５） 団体を構成する者のみを対象とするものでないこと（障がい者向けの団体などで、安定した団体運営のために会員制を採用している場合は対象となります。）
（６） 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するものでないこと
（７） 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対するものでないこと
（８） 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推進し、支持し、又はこれらに反対するものでないこと
（９） 補助金の交付を受けようとする年度に本市から助成金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付を受けていないこと

※３【実施基準】
（１） 市の税金を使って補助金を支出するにふさわしい市民の理解が得られる事業であること

■事業実施団体として
市民が日頃の生活の中で抱えている課題や問題を、自主的自発的に解決、改善しようとしている（※国外や日本全体に及ぶ問題は当該補助金の対象とするか要検討）

■事業に参加する市民から見て
団体の規約等に定められた目的と合致した事業で、地域の課題や問題が解決されると感じられる（※スポーツ大会や演奏等、会員の活動を発表する事業は、市民の観覧や参加が可能な　環境を備えていることが必要）

（２） 目的を達成できる見込みのある事業であること
（３） 広く市民が参加できように広報等で呼びかけをしていること
（４） 事業規模に合う実施場所や実施時期、スケジュールが計画されていること
（５） 費用が適切に積算され、資金計画に問題がないこと（補助金以外の収入確保の観点）
（６） 事業の参加予定人数に対し、主催する団体側の人員を十分配置できること
（７） 専門的な知識や技能を持つ方を講師等としてお招きする場合は、団体の構成員以外に、20人以上の市民が参加する事業であること。（福祉目的で、事業の計画的な運営のために会員制を採用している事業

（例：障がい児・者の水泳療育等）は除く ）

評価の理由

投票シート

最終評価

３．補助費⽬（経費）の妥当性

１．団体要件を満たしているか

２．事業要件を満たしているか

最終評価の理由をご記⼊下さい。また、条件を付記する場合は内容を合わせて記⼊してください。

１ 交付する  ２ 条件付きで交付する  ３ 交付しない

いちかわみんなのほけんしつ実⾏委員会
評価審査の着眼点【新規団体】 ※審査会委員補助資料より抜粋
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(1)市⺠活動団体であるか
(2)8つ要件※1を全て満たしているか ○ ×

(1)9つの要件※２を全て満たしているか
(2)7つの実施基準※３全てに適合するものか ○ ×

あくまでも、事業遂⾏のために直接要する経費が対象となり、団体の維
持・運営等に要する経費（団体会員の⼈件費、光熱⽔費、備品購⼊費
等）や、他の事業に流⽤可能と思われるものは対象外となります。

○ ▲ ×

※１【団体要件】
(１) 市内に主たる事務所を有し、かつ、市内において活動をしていること
(２) 市民活動団体の目的、名称、その行う活動の種類及び活動に係る事業の種類その他規則で定める事項を記載した規約、会則、定款等（以下「規約等」という。）を有していること
(３) ５人以上の者で構成されていること
(４) 申請書の提出時において、１事業年度以上継続して活動していること（任意団体からNPO法人に組織を変更した場合を含む）
(５) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと
(６) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと
(７) 申請書の提出に係る年度から起算して５年以内に、偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたことにより当該決定の全部又は一部を取り消されていないこと
(８) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団並びに同条第６号に規定する暴力団員及び市川市暴力団排除条例第９条第１項に規定する暴力団密接関係者が市民活動団体の代表者、役員その他これ
らと同等の責任を有する者として当該市民活動団体の事業活動の支配をしていないこと

※２【事業要件】
（１） 規則で定める２０分野の事業であること
（２） 市内において実施するものであること（市内に活動拠点があり（市の市民が　　中心となり）、その活動が市のPRやイメージアップ又は市川市民の生活に何らかの形で貢献するもの）

※市外での活動（例：市外のキャンプ場での野外活動）や、インターネットによる事業開催も、市川市民にとって価値ある情報の提供、又は市川市民を対象にした内容であると認められる場合には対象となります。
（３） 営利を目的としないものであること
（４） 市民を主たる対象とするものであること
（５） 団体を構成する者のみを対象とするものでないこと（障がい者向けの団体などで、安定した団体運営のために会員制を採用している場合は対象となります。）
（６） 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するものでないこと
（７） 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対するものでないこと
（８） 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推進し、支持し、又はこれらに反対するものでないこと
（９） 補助金の交付を受けようとする年度に本市から助成金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付を受けていないこと

※３【実施基準】
（１） 市の税金を使って補助金を支出するにふさわしい市民の理解が得られる事業であること

■事業実施団体として
市民が日頃の生活の中で抱えている課題や問題を、自主的自発的に解決、改善しようとしている（※国外や日本全体に及ぶ問題は当該補助金の対象とするか要検討）

■事業に参加する市民から見て
団体の規約等に定められた目的と合致した事業で、地域の課題や問題が解決されると感じられる（※スポーツ大会や演奏等、会員の活動を発表する事業は、市民の観覧や参加が可能な　環境を備えていることが必要）

（２） 目的を達成できる見込みのある事業であること
（３） 広く市民が参加できように広報等で呼びかけをしていること
（４） 事業規模に合う実施場所や実施時期、スケジュールが計画されていること
（５） 費用が適切に積算され、資金計画に問題がないこと（補助金以外の収入確保の観点）
（６） 事業の参加予定人数に対し、主催する団体側の人員を十分配置できること
（７） 専門的な知識や技能を持つ方を講師等としてお招きする場合は、団体の構成員以外に、20人以上の市民が参加する事業であること。（福祉目的で、事業の計画的な運営のために会員制を採用している事業

（例：障がい児・者の水泳療育等）は除く ）

評価の理由

投票シート

最終評価

３．補助費⽬（経費）の妥当性

１．団体要件を満たしているか

２．事業要件を満たしているか

最終評価の理由をご記⼊下さい。また、条件を付記する場合は内容を合わせて記⼊してください。

１ 交付する  ２ 条件付きで交付する  ３ 交付しない

オレンジスマイルいちかわ実⾏委員会
評価審査の着眼点【新規団体】 ※審査会委員補助資料より抜粋
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(1)市⺠活動団体であるか
(2)8つ要件※1を全て満たしているか ○ ×

(1)9つの要件※２を全て満たしているか
(2)7つの実施基準※３全てに適合するものか ○ ×

あくまでも、事業遂⾏のために直接要する経費が対象となり、団体の維
持・運営等に要する経費（団体会員の⼈件費、光熱⽔費、備品購⼊費
等）や、他の事業に流⽤可能と思われるものは対象外となります。

○ ▲ ×

※１【団体要件】
(１) 市内に主たる事務所を有し、かつ、市内において活動をしていること
(２) 市民活動団体の目的、名称、その行う活動の種類及び活動に係る事業の種類その他規則で定める事項を記載した規約、会則、定款等（以下「規約等」という。）を有していること
(３) ５人以上の者で構成されていること
(４) 申請書の提出時において、１事業年度以上継続して活動していること（任意団体からNPO法人に組織を変更した場合を含む）
(５) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと
(６) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと
(７) 申請書の提出に係る年度から起算して５年以内に、偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたことにより当該決定の全部又は一部を取り消されていないこと
(８) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団並びに同条第６号に規定する暴力団員及び市川市暴力団排除条例第９条第１項に規定する暴力団密接関係者が市民活動団体の代表者、役員その他これ
らと同等の責任を有する者として当該市民活動団体の事業活動の支配をしていないこと

※２【事業要件】
（１） 規則で定める２０分野の事業であること
（２） 市内において実施するものであること（市内に活動拠点があり（市の市民が　　中心となり）、その活動が市のPRやイメージアップ又は市川市民の生活に何らかの形で貢献するもの）

※市外での活動（例：市外のキャンプ場での野外活動）や、インターネットによる事業開催も、市川市民にとって価値ある情報の提供、又は市川市民を対象にした内容であると認められる場合には対象となります。
（３） 営利を目的としないものであること
（４） 市民を主たる対象とするものであること
（５） 団体を構成する者のみを対象とするものでないこと（障がい者向けの団体などで、安定した団体運営のために会員制を採用している場合は対象となります。）
（６） 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するものでないこと
（７） 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対するものでないこと
（８） 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推進し、支持し、又はこれらに反対するものでないこと
（９） 補助金の交付を受けようとする年度に本市から助成金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付を受けていないこと

※３【実施基準】
（１） 市の税金を使って補助金を支出するにふさわしい市民の理解が得られる事業であること

■事業実施団体として
市民が日頃の生活の中で抱えている課題や問題を、自主的自発的に解決、改善しようとしている（※国外や日本全体に及ぶ問題は当該補助金の対象とするか要検討）

■事業に参加する市民から見て
団体の規約等に定められた目的と合致した事業で、地域の課題や問題が解決されると感じられる（※スポーツ大会や演奏等、会員の活動を発表する事業は、市民の観覧や参加が可能な　環境を備えていることが必要）

（２） 目的を達成できる見込みのある事業であること
（３） 広く市民が参加できように広報等で呼びかけをしていること
（４） 事業規模に合う実施場所や実施時期、スケジュールが計画されていること
（５） 費用が適切に積算され、資金計画に問題がないこと（補助金以外の収入確保の観点）
（６） 事業の参加予定人数に対し、主催する団体側の人員を十分配置できること
（７） 専門的な知識や技能を持つ方を講師等としてお招きする場合は、団体の構成員以外に、20人以上の市民が参加する事業であること。（福祉目的で、事業の計画的な運営のために会員制を採用している事業

（例：障がい児・者の水泳療育等）は除く ）

評価の理由

投票シート

最終評価

３．補助費⽬（経費）の妥当性

１．団体要件を満たしているか

２．事業要件を満たしているか

最終評価の理由をご記⼊下さい。また、条件を付記する場合は内容を合わせて記⼊してください。

１ 交付する  ２ 条件付きで交付する  ３ 交付しない

本⼋幡⼦どもミュージカル
評価審査の着眼点【新規団体】 ※審査会委員補助資料より抜粋
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